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議
長
挨
拶

小
国
町
議
会 

議
長
　
松
﨑
　
俊
一

　
議
員
の
役
割
は
、
住
民
全
体
の

代
理
者
と
し
て
町
の
政
策
を
最
終
的

に
決
定
し
、
行
政
の
運
営
や
事
務

を
、
住
民
の
立
場
に
立
っ
て
監
視

す
る
こ
と
で
あ
る
と
認
識
し
て
い

ま
す
。
次
に
、
議
長
の
役
割
は
、

議
場
の
秩
序
を
保
持
す
る
こ
と
、

議
事
を
整
理
す
る
こ
と
と
思
っ
て

い
ま
す
。
ま
た
、
議
会
を
代
表
す

る
立
場
で
も
あ
る
で
し
ょ
う
。

　
今
回
町
長
も
新
し
く
な
り
、
山

積
し
た
課
題
や
問
題
に
、
私
た
ち

議
員
10
名
で
取
り
組
ま
ね
ば
な
り

ま
せ
ん
。

　
選
挙
中
に
住
民
の
皆
様
か
ら
厳

し
い
ご
意
見
も
い
た
だ
き
ま
し

た
。
そ
れ
を
念
頭
に
議
長
職
を
全

う
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
微
力
な
が
ら
議
員
一
同
、
皆
様

と
一
緒
に
小
国
町
の
た
め
に
働
き

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
町
民
の

皆
様
の
ご
協
力
と
ご
支
援
を
お
願

い
申
し
上
げ
る
次
第
で
す
。

みなさんの負託に
応えられるよう、こ
れまで以上に全力
で頑張ります

町民皆様の声を、
議会・行政に私
が必ず届けます！

初心を忘れず、知恵
を絞り、選良たる議
員を目指します

「人が輝く共生
の町」、支えあ
い皆様と共に歩
み続けます

皆様から頂いた言
葉を一つ一つ実
行に移し、輝く町
を目指します！

監査を通して、町
の発展と住民の
幸せのために頑
張ります

地域のために女
性目線で、おとし
より、若い世代の
意見を議会に届
けます

一人はみんな
のために、みん
なは一つの目
的のために

「仲良く楽し
く、でも和し
て同ぜず」
頑張ります！

久野　達也

江藤 理一郎

副議長
時松　昭弘

大塚　英博

議長
松﨑　俊一

穴見 まち子

熊谷　博行

松本　明雄

児玉　智博

西田　直美
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議
席
番
号

氏　
　

名

常任委員会 議
会
運
営
委
員

特　別
委員会

病
院
組
合
議
会

議
員

広
域
行
政
事
務

組
合
議
会
議
員

共
有
財
産

協
議
会
委
員

ま
ち
づ
く
り

審
議
会
委
員

地
熱
資
源
活
用

審
議
会
委
員

上
下
水
道
運
営

審
議
会
委
員

国
保
運
営

協
議
会
委
員

議
会
選
出
監
査

委
員

総　
　

務

文
教
福
祉

常
任
委
員

産　
　

業

常
任
委
員

広　
　

報
(議長)
10 松﨑　俊一

(副議長)
1 時松　昭弘 〇 〇 〇

2 江藤理一郎 副 副 〇 〇

3 穴見まち子 〇 〇 〇 〇

4 久野　達也 正 〇 〇 〇 〇 〇

5 児玉　智博 〇 正 〇 〇 〇

6 大塚　英博 〇 〇 〇

7 西田　直美 〇 正 〇 〇

8 松本　明雄 副 〇 〇

9 熊谷　博行 正 副 〇
（議長） 〇 〇

【発　議】
○発議第1号　広報特別委員会設置に関する決議
　本紙「おぐに議会だより」の編集・発行のための広報特別委員会を設置しました。委
員は４名です。

【専決処分※＝事項の承認】
○承認第1号　小国町税条例の一部改正
　主な改正内容
　　１. ふるさと納税制度の見直しに伴う寄附金税額控除の見直し
　　２. 住宅ローン控除期間を10年間を13年間に延長
　　３. 熊本地震被災者の固定資産税の特例を受けようとする人の申告を規定
　　４. 軽自動車税のグリーン化特例の規定　　　　　　　
　※いずれも地方税法等の一部を改正する法律等が平成31年3月29日に公布されたことに伴う改正です。

○承認第2号　小国町国民健康保険税条例の一部改正
　主な改正内容
　　１. 課税限度額を93万円から96万円に引き上げ
　　２. 法定軽減基準額の拡大

　※いずれも地方税法施行令等の一部を改正する政令が平成31年3月29日に公布されたことに伴う改正です。

２割軽減
基礎控除（33万円）＋50万円×被保険者数
　　　　　　　　　↓
基礎控除（33万円）＋51万円×被保険者数

５割軽減
基礎控除（33万円）＋27.5万円×被保険者数
　　　　　　　　　↓
基礎控除（33万円）＋28万円×被保険者数

委 員 長　西田　直美
副委員長　江藤理一郎

※専決処分
　議決事項（予算、条例の改廃など）について、首長が議
会に代わって意思決定を行う事です。専決処分をすれ
ば、議会の議決と全く同じ法律効果が発生します。

　5月10日、改選後初めての臨時会が開催され、議長・副議長や常任委員等が選任されました。

新たに決まった小国町議会の構成

令和元年第２回臨時会（初議会）
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　　【条例・規約の改正・廃止等】
○議案第25号　小国町税条例等の一部を改正する条例
　・・・ 地方税法の改正に伴うもので、単身児童扶養者に対する個人住民税の非課税措置

の追加、軽自動車税環境性能割の臨時的軽減措置、軽自動車税グリーン化特例措
置の延長等の改正を行うもの

○議案第26号　小国町環境にいいこと推進会議設置条例を廃止する条例
　・・・ 「小国町環境モデル都市」の取組みを「小国町SDGｓ未来都市計画」に移行する

こととしたため本条例を廃止するもの

○議案第27号　小国町課・園設置条例の一部を改正する条例
　・・・ 小国町環境にいいこと推進会議設置条例の廃止に伴い、政策課の分掌事務中   

「環境モデル都市推進」を「SDGs未来都市推進」に改めるもの

○議案第28号　小国町介護保険条例の一部を改正する条例
　・・・ 本年10月の消費税率引き上げによる増収分の一部を充て、介護保険被保険者のうち

低所得者に対する軽減率・額の拡大を図るものとし改正を行うもの

○議案第29号　�熊本県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更及び
規約の一部変更

　・・・ 熊本県市町村総合事務組合の共同処理する事務（交通災害見舞金）の構成市町村から
１市が退会するもの

令和元年第2回定例会　令和元年6月10日～6月12日

所得段階 対　象　者 現　行 改定後
負担割合 年額保険料 負担割合 年額保険料

第１段階

・ 生活保護受給者、老齢福祉年金の受給者
で住民税が世帯非課税の者

・ 住民税が世帯非課税でかつ課税年金収
入額＋合計所得金額が80万円以下の者

0.45 36,720円 0.375 30,600円

第２段階
住民税が世帯非課税でかつ課税年金収入
額＋合計所得金額が80万円を超え120
万円以下の者

0.75 61,200円 0.625 51,000円

第３段階 住民税が世帯非課税でかつ課税年金収入
額＋合計所得金額が120万円を超える者 0.75 61,200円 0.725 59,160円

小国中学校のSDGs学習会
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予備費
500万円
（0.1%）

総務費
11億792万円
（21.1%）

民生費
10億9,113万円
（20.8%）

公債費
5億2,826千円
（10.1%）

教育費
4億6,090万円
（8.8%）

衛生費
2億7,209万円
（5.2%）

土木費
6億8,703万円
（13.1%）

諸支出金
3億6,138万円
（6.9%）

消防費
2億382万円
（3.9%）

議会費
7,564万円
(1.4%)

農林水産業費
3億1,862万円
（6.1%）

歳出総額
52億4,581万円

商工費
1億2,852万円
（2.4%）

災害復旧費
550万円
（0.1%）

【補正予算】
○議案第30号　令和元年度小国町一般会計補正予算（第1号）
　6億2,770万円を追加し、総額52億4,581万円とするもの

【一般会計：歳出予算（目的別）の状況】

■主な内容
　ふるさと寄附金広告料 200万円
　地方創生移住支援事業補助金 100万円
　映像センター設備機器更改工事 2,900万円
　ＳＤＧｓ推進事業 515万円
　大相撲阿蘇小国場所開催補助金 500万円  
　柏田団地屋上外壁改修工事等 1億5,650万円 
　消防軽積載車備品購入費 140万円
　旧国鉄宮原線幸野川橋梁調査業務委託料 400万円
　中学校体育館トイレ改修工事等 470万円
　小国高校支援補助金 300万円

道路維持工事等　1億1,900万円
道路改良工事等　2億3,780万円
林道除草作業等委託料　250万円
単県治山事業　　　　1,200万円

※ 本年度当初予算は町長選挙が行われるため骨格予算となっていました。町長選挙後の今回の
補正予算を行うことにより例年の当初予算相当額となりますので、グラフでは補正後の総額
で表現しています。
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【発　議】
○発議第２号　議会活性化特別委員会設置に
　　　　　　　　関する決議
　・・・ 議会がより活性化することを目的に議会活性化特別委員会を設置しました。委員

は議長を除く９名です。

○発議第３号　人権啓発・男女共同参画特別委員会設置
　　　　　　　　に関する決議
　・・・ 議会全体の人権意識や男女共生の推進を図ることを目的に、人権啓発・男女共同

参画特別委員会を設置しました。委員は議長を除く９名です。

○発議第４号　新たな過疎対策法の制定に関する意見書
　・・・ 現行の「過疎地域自立促進特別措置法」が令和３年３月末をもって失効となるため、引

き続き新たな過疎対策法を国に要望しました。過疎対策は、生活環境の整備や産業の
振興など小国町のような過疎地域を維持していくためには必要不可欠なものです。

【人事案件】
○小国町監査委員の選任
　代表監査委員の選任についての議案が提
出され、古賀尚年氏が選任されました。

○小国町固定資産評価審査委員の選任
　固定資産評価審査委員の選任についての
議案が提出され、北里隆泰氏が選任されま
した。

○小国町教育委員会委員の任命　
　小国町教育委員会委員の選任についての議
案が提出され、千明和浩氏が任命されました。

○人権擁護委員の推薦　
　人権擁護委員の候補者として穴井り香氏が
推薦される事になりました。推薦をもとに法務
大臣が任命します。

古
こ が
賀　尚

なおとし
年

昭和29年6月29日生
（北里）

千
ちぎら
明　和

かずひろ
浩

昭和46年10月17日生
（西里）

北
きたざと
里　隆

たかやす
泰

昭和28年1月22日生
（北里）

穴
あない
井　り香

か

昭和32年9月30日生
（下城）

委 員 長　大塚　英博
副委員長　江藤理一郎

委 員 長　穴見まち子
副委員長　久野　達也
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【各委員の説明】

（条例などの名称は一部短縮して記載しています。）

議案番号 事件名
採決
結果

時
松　

昭
弘

江
藤 

理
一
郎

穴
見 

ま
ち
子

久
野　

達
也

児
玉　

智
博

大
塚　

英
博

西
田　

直
美

松
本　

明
雄

熊
谷　

博
行

２
回
臨
時
会

（
５
月
10
日
）

承認第1号 小国町税条例の一部改正（専決） 承認 ○○○○○○○○○
承認第2号 小国町国民健康保険税条例の一部改正（専決） 承認 ○○○○×○○○○

同意第1号 小国町監査委員の選任（議会選出） 同意
賛成多数

（賛成7人、反対1人）
※大塚議員は対象者のため投票していません

発議第1号 広報特別委員会の設置に関する決議 可決 ○○○○○○○○○

６
月
定
例
会（
６
月
10
日
～
12
日
）

議案第25号 小国町税条例等の一部改正 可決 ○○○○○○○○○
議案第26号 小国町環境にいいこと推進会議設置条例の廃止 可決 ○○○○○○○○○
議案第27号 小国町課・園設置条例の一部改正 可決 ○○○○○○○○○
議案第28号 小国町介護条例の一部改正 可決 ○○○○○○○○○

議案第29号
熊本県市町村総合事務組合の共同処理する事務変更
及び規約の一部変更

可決 ○○○○○○○○○

議案第30号 令和元年度一般会計補正予算（第１号） 可決 ○○○○×○○○○

同意第2号 小国町監査委員の選任（代表監査） 同意
賛成多数

（賛成6人、反対3人）
同意第3号 小国町固定資産評価審査委員会委員の選任 同意 全員賛成

同意第4号 小国町教育委員会委員の任命 同意
賛成多数

（賛成8人、反対1人）
諮問第１号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めること 適任 全員賛成
発議第2号 議会活性化特別委員会設置に関する決議 可決 ○○○○○○○○○
発議第3号 人権啓発・男女共同参画特別委員会設置に関する決議 可決 ○○○○○○○○○
発議第4号 新たな過疎対策法の制定に関する意見書 可決 ○○○○○○○○○

監査委員とは…地方自治法に基づき、自治体の主として財務や事業に関する事務について、法令
に違反していないか効率的に行われているかを監査し、その結果を住民に広く知らせることが監査

委員の役割です。任期４年

固定資産評価審査委員とは…地方自治法に基づき、市町村長からは独立した中立的・専門的
な立場で、固定資産課税台帳に登録された事項に関する不服の審査、及び決定その他の事務を行う

役割です。任期３年

教育委員とは…地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づく、教育委員会の構成員です。
教育行政や学校運営が教育の専門家だけの判断に偏ることがないよう、広く社会の常識や住民の

ニーズを施策に反映させるのが教育委員の役割です。任期４年

人権擁護委員とは…人権擁護委員法に基づき、人権相談を受けたり人権の考えを広めたりする
活動をしています。任期３年

採決結果一覧表
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町政を問う【一般質問】

問
町
長
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
の一つ
に「
地

域
集
会
・
懇
談
会
を
頻
繁
に
行
い
、町

民
の
意
見
を
聞
き
町
政
に
反
映
す
る
」

と
あ
っ
た
。ど
の
位
の
頻
度
で
行
う
の

か
。

【
町
長
】以
前
の
町
民
懇
談
会
の
よ
う

な
私
・
行
政
側
・
議
員
と
言
っ
た
大
規

模
な
も
の
で
は
な
く
、座
談
会
の
よ
う

な
形
で
い
ろ
い
ろ
提
案
し
て
い
た
だ
き

た
い
と
思
う
。私
か
ら
も
皆
様
の
考
え

を
お
聞
き
し
た
い
と
思
う
。３
６
５
日

の
中
で
出
来
る
限
り
町
民
の
皆
様
に

携
わ
る
時
間
を
増
や
し
た
い
と
思
う
。

問
働
き
方
改
革
が
施
行
さ
れ
、今
年

４
月
よ
り
大
企
業
で
始
ま
り
、他
の
企

業
・
自
治
体
に
お
い
て
は
、猶
予
期
間

最
高
５
年
を
目
安
で
行
わ
れ
る
が
、町

も
１
年
の
猶
予
期
間
が
あ
る
。ど
の
あ

た
り
を
改
革
し
て
い
く
の
か
。

【
総
務
課
長
】働
き
方
改
革
は
法
に

よ
っ
て
整
備
さ
れ
て
い
る
の
で
、役
場
と

し
て
も
１
つ
の
企
業
と
し
て
と
ら
え
て

遵
守
す
る
こ
と
を
心
が
け
て
い
き
た
い

と
考
え
て
い
る
。

【
町
長
】町
と
し
て
と
言
う
よ
り
も
、

私
も
民
間
の
皆
様
に
い
ろ
い
ろ
な
情
報

を
提
供
し
、皆
様
に
ご
尽
力
い
た
だ
き

な
が
ら
進
め
て
い
く
。

問
昨
年
９
月
の
議
会
で
提
案
し
た
、宮

原
地
区
の
高
齢
者
・
障
が
い
者
限
定
の

乗
合
タ
ク
シ
ー
に
つ
い
て
、検
討
状
況

を
伺
う
。

【
政
策
課
長
】こ
の
件
に
つ
い
て
改
善

を
求
め
る
声
は
、議
会
や
町
民
よ
り
多

く
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。改
善
策
に
つ
い
て

昨
年
よ
り
４
つ
の
方
法
を
検
討
し
て
い

る
。議
会
の
意
向
や
タ
ク
シ
ー
会
社
と

の
調
整
及
び
町
民
の
理
解
を
求
め
な

が
ら
、来
年
４
月
の
運
行
を
目
指
し
て

い
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

新
町
長
期
待
の
答
弁熊

谷
　
博
行

乗合タクシー

新
町
長
と
し
て
町
の
今
後
４
年
間
の

諸
施
策
の
展
望
や
思
い
は
久
野
　
達
也

問
小
国
町
の
ト
ッ
プ
と
し
て
、決
断
や
指

揮
系
統
な
ど
で
町
長
な
り
の
位
置
づ
け

を
お
尋
ね
す
る
。

【
町
長
】忍
耐
力
に
加
え
目
標
を
持
ち
、

職
員
と
も
連
携
を
図
り
、総
括
的
な
面

で
ト
ッ
プ
と
し
て
の
役
割
を
担
い
、最
終

的
な
方
針
決
定
を
自
覚
し
、議
員
の
皆

様
と
共
に「
町
は
町
民
の
皆
さ
ん
が
主

役
」の
振
興
策
を
図
って
参
り
た
い
。

問「
住
民
と
行
政
を
繋
げ
る
」か
ら
、行
政

懇
談
会・行
政
報
告
会・地
区
別
懇
談
会

等
い
ろ
い
ろ
な
形
で
の
座
談
会
の
開
催

が
考
え
ら
れ
る
。住
民
の
意
見
や
考
え
を

直
接
聞
き
集
約
す
る
こ
と
で
、き
め
細
や

か
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
に
繋
が
る

と
思
う
。そ
の
場
の
設
定
を
ど
の
よ
う
に

考
え
る
か
。

【
町
長
】地
域
の
ニ
ー
ズ
や
課
題
を
し
っ

か
り
聞
く
こ
と
が
大
事
だ
と
思
っ
て
い

る
。部
単
位
や
小
集
落
単
位
ま
た
は
団

体
で
も
構
わ
な
い
の
で
、意
見
の
出
や
す

い
環
境
の
中
で
話
し
合
い
を
進
め
て
い

き
た
い
。周
知
の
方
法
も
含
め
行
政
部

長
会
の
お
り
部
長
の
皆
様
に
も
お
知
ら

せ
し
た
。

問「
産
業
を
繋
げ
る
」か
ら
、地
域
資
源
の

活
用
や
農
林
・
商
工
・
観
光
が一体
と
な
っ

た
産
業
構
造
の
模
索
な
ど
を
、経
済
効
果

へ
ど
の
よ
う
に
繋
げ
て
い
く
の
か
。

【
町
長
】先
人
た
ち
が
守
って
き
た
小
国
の

資
源
を
次
世
代
に
繋
げ
、農
林
・
商
工
・

観
光
へと
連
携
さ
せ
商
品
開
発
等
に
よ
る

「
小
国
ブ
ラ
ン
ド
」や
、北
里
柴
三
郎
博

士
が
新
札
の
顔
と
な
る
こ
と
か
ら
も「
柴

三
郎
ブ
ラ
ン
ド
」の
立
上
げ
を
行
い
た
い

と
考
え
て
い
る
。農
林
業
・
商
工
業
・
観
光

業
を
繋
げ
る
こ
と
に
よ
り
町
を
総
合
商

社
と
捉
え
６
次
産
業
化
を
進
め
た
い
。

問
世
代
間
を
繋
げ
る
集
落
形
成
を
考
え

る
と
、子
育
て
世
代
等
に
対
す
る
支
援
施

策
や
幼
保
小
中
等
の
教
育
施
策
の
充
実

に
よ
り
町
の
魅
力
を
高
め
、総
合
的
に
町

の
活
力
を
上
げ
て
い
く
事
が
産
業
振
興

に
も
繋
が
る
と
思
う
。若
年
層
の
定
住
に

つ
い
て
ど
う
考
え
る
か
。

【
町
長
】町
の
将
来
・
動
き
・
子
育
て
環

境
等
の
情
報
提
供
す
る
場
と
意
見
交

換
す
る
場
所
を
つ
く
り
、み
ん
な
で
総

合
的
に
小
国
町
を
考
え
る
場
を
提
供
し

て
い
き
た
い
。集
落
に
対
し
て
も
、若
手

の
支
援
に
対
し
て
も
し
っ
か
り
と
取
組

ん
でい
き
た
い
。
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町政を問う【一般質問】

【
町
長
】絵
本
を
小
さ
い
こ
ろ
か
ら
根

付
か
せ
る
こ
と
は
非
常
に
大
事
で
あ

る
。教
育
委
員
会
や
各
関
連
の
方
た

ち
と
協
議
を
進
め
た
い
。

問
中
尾
の
熱
田
神
社
の
水
が
枯
渇
し

て
い
る
。水
は
西
里
か
ら
下
城
の
方
ま

で
流
れ
て
い
る
が
、ま
だ
田
植
え
が
終

わ
ら
な
い
状
況
で
あ
る
。８
４
０
年
前

に
神
社
が
奉
ら
れ
、前
に
は
水
神
様
が

あ
る
。こ
の
よ
う
な
状
況
で
町
は
ど
う

対
応
し
て
い
る
の
か
。

【
政
策
課
長
】事
業
者
の
協
力
を
得

て
、上
流
の
方
か
ら
パ
イ
プ
で
水
を
確

保
し
、植
え
付
け
を
行
っ
て
い
る
。

【
穴
見
】水
の
問
題
は
地
元・事
業
者・政

策
課
と
し
っ
か
り
協
議
し
て
こ
れ
か
ら

の
Ｓ
Ｄ
Ｇｓ
に
つ
な
げ
て
も
ら
い
た
い
。

問
４
月
の
入
学
式
の
日
、北
里
柴
三
郎

博
士
が
５
年
後
の
新
千
円
札
に
出
る

と
の
財
務
省
発
表
が
テ
レ
ビ
放
映
さ

れ
て
い
た
。町
長
は
、こ
れ
か
ら
町
の

活
性
化
を
ど
う
捉
え
て
い
る
の
か
。

【
町
長
】役
場
内
で
横
断
的
に
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
を
立
ち
上
げ
、事
業

化
を
進
め
て
行
け
る
よ
う
な
方
向
が

出
来
れ
ば
と
思
っ
て
い
る
。

問
柴
三
郎
博
士
は
医
学
の
分
野
で
世

界
的
貢
献
を
し
て
い
る
。現
在
子
ど
も

達
の
ワ
ク
チ
ン
は
Ｂ
型
肝
炎
、ロ
タ
ウィ

ル
ス
、ヒ
ブ
、肺
炎
球
菌
、４
種
混
合
、

Ｂ
Ｃ
Ｇ
、風
疹
麻
疹
、日
本
脳
炎
な
ど

ほ
と
ん
ど
が
国
の
助
成
で
行
わ
れ
て
い

る
。博
士
が
生
ま
れ
て
か
ら
医
者
に
な

る
ま
で
の
事
を
、保
育
園
・
幼
稚
園
・
小

学
校
の
そ
れ
ぞ
れ
の
年
齢
の
子
ど
も
達

に
身
近
な
絵
本
に
す
る
こ
と
が
出
来

る
と
思
う
の
で
提
案
し
た
い
。教
育
長

は
ど
う
思
う
か
。

【
教
育
長
】小
さ
い
時
こ
そ
、絵
本
な

ど
の
資
料
に
触
れ
る
こ
と
が
、大
人
に

な
っ
て
豊
か
な
心
や
郷
土
を
愛
す
る

心
に
つ
な
が
る
と
思
う
。私
自
身
は
進

め
て
み
た
い
。

柴
三
郎
博
士
の
功
績
を

絵
本
に

穴
見
　
ま
ち
子

北里柴三郎博士の銅像

中
学
生
の
ス
ク
ー
ル
バ
ス
利
用
と

人
口
減
少
対
策
に
つ
い
て
江
藤
　
理
一
郎

問
小
学
校
で
運
用
し
て
い
る
ス
ク
ー
ル

バ
ス
を
中
学
生
の
送
迎
や
部
活
動
の
遠

征
等
に
も
幅
広
く
利
活
用
で
き
る
よ
う

な
対
応
が
で
き
な
い
か
。

【
教
育
委
員
会
事
務
局
長
】児
童
生
徒

数
減
少
を
見
据
え
、ス
ク
ー
ル
バ
ス
や
寄

宿
舎
の
件
を
中
期
的
に
検
討
し
て
い
く

時
期
と
考
え
て
い
る
。仮
に
小
中
学
生

合
同
で
考
え
た
場
合
、今
委
託
し
て
い

る
事
業
者
の
協
力
が
不
可
欠
で
あ
る
。

そ
こ
を
ク
リ
ア
で
き
れ
ば
、今
後
合
同

に
す
る
の
か
、新
た
に
中
学
生
だ
け
の

運
行
を
考
え
て
い
く
か
も
併
せ
て
検
証

し
てい
き
た
い
。

問
医
療
福
祉
・
建
築
建
設
・
農
林
土
木
・

商
工
観
光
等
各
所
か
ら
人
手
不
足
と
い

う
の
を
多
く
耳
に
し
て
い
る
が
、町
と
し

て
今
後
人
手
不
足
に
関
し
て
対
応
す
る

方
針
が
あ
る
か
。

【
町
長
】人
手
不
足
の
こ
と
に
関
し
て

は
、今
か
ら
情
報
の
収
集
を
多
く
し
てい

く
必
要
が
あ
り
、そ
の
情
報
を
皆
さ
ま

方
に
い
ち
早
く
提
供
す
る
と
いっ
た
所

し
か
ま
だ
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
。国
・

県
に
私
も
足
を
運
ん
で
いっ
て
し
っ
か
り

情
報
収
集
し
た
い
。

問
町
有
地
の
定
住
住
宅
へ
の
利
活
用
に

つ
い
て
。現
在
宅
地
と
し
て
利
活
用
可
能

な
町
有
地
が
中
心
市
街
地
に
ど
の
く
ら

い
あ
る
か
。

【
総
務
課
長
】町
と
し
て
用
途
が
な

く
、第
三
者
に
払
い
下
げ
で
き
る
土

地
と
い
う
こ
と
で
、町
内
全
域
で
14
ケ

所
、約
３
・
８
万
㎡
の
土
地
が
あ
る
。

内
訳
は
宮
原
に
約
２
・
５
万
㎡
、黒

渕
約
１
・
１
万
㎡
、北
里
約
４
４
１

㎡
、西
里
約
８
３
１
㎡
。

問
町
関
連
施
設
の
集
約
化
に
つ
い
て
。施

設
や
団
体
等
を一つ
の
団
体
や
会
社
に
集

約
し
て
い
き
、類
似
事
業
の
１
本
化
や
予

算
の
投
下
の
集
中
、情
報
の
共
有
を
行

う
時
期
が
迫
っ
て
き
て
い
る
と
思
う
が
、

具
体
的
プ
ラ
ン
は
あ
る
か
。

【
町
長
】人
材
不
足
と
い
う
中
で
、こ
れ

か
ら
は
集
約
化
を
考
え
て
い
く
必
要
が

あ
る
と
考
え
て
い
る
。町
関
連
の
施
設

か
ら
話
が
上
がっ
て
く
る
ま
で
は
、で
き

る
だ
け
そ
の
団
体
の
力
で
頑
張
っ
て
頂

き
た
い
と
思
う
。い
ろ
い
ろ
協
議
を
し
な

が
ら
町
と
し
て
関
わ
り
、よ
り
良
い
方
向

へ
向
かっ
て
い
く
の
で
あ
れ
ば一緒
に
な
っ

て
参
画
し
た
い
と
思
う
。
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町政を問う【一般質問】

町
の
情
報
発
信
と
教
育
課
題
を

問
う

西
田
　
直
美

未
成
年
の
均
等
割
の
減
免
を

児
玉
　
智
博

問「
広
報
お
ぐ
に
」の
配
布
日
や
内
容

の
充
実
に
つ
い
て
問
う
。町
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
の
充
実
度
が
低
い
。担
当
や
予

算
に
つ
い
て
問
う
。

【
情
報
課
長
】広
報
は
中
旬
配
布
だ

が
希
望
者
に
は
郵
送
す
る
。各
団
体

か
ら
の
原
稿
を
情
報
課
で
集
約
編
集

し
て
い
る
。ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
は
町
内
外

を
対
象
に
作
成
。各
課
に
担
当
が
い
る

が
、大
掛
か
り
な
こ
と
は
業
者
に
委

託
。委
託
料
は
毎
月
10
万
円
程
。必
要

な
場
合
は
予
算
化
す
る
。内
容
充
実

は
必
要
と
思
う
。

【
町
長
】職
員
が
多
く
の
新
し
い
情
報

を
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
で
き
る
よ
う
指
導
し

て
い
く
。

問
小
国
町
教
育
研
究
会
と
学
校
運
営

協
議
会
に
つ
い
て
説
明
願
う
。英
語
教

育
が
小
学
校
か
ら
あ
る
が
予
算
は
い

く
ら
か
。

【
教
育
長
】教
育
研
究
会
は
小
中
の

各
教
育
研
究
会
を
一
緒
に
し
年
８
回

ほ
ど
先
生
方
が
共
通
理
解
を
も
っ
て

子
ど
も
達
を
育
て
る
も
の
。学
校
運

営
委
員
会
は
学
校
の
活
性
化
を
狙
い

様
々
な
分
野
の
人
が
年
５
回
程
意
見

問
小
国
町
の
国
保
世
帯
約
１
４
０
０

世
帯
の
内
、
７
割
近
く
は
所
得

１
０
０
万
円
未
満
。滞
納
の
65
％
は

所
得
１
０
０
万
円
未
満
の
世
帯
で
、所

得
の
少
な
い
人
ほ
ど
滞
納
に
陥
っ
て
い

る
。こ
の
実
態
に
北
里
前
町
長
も
滞
納

の
理
由
の一つ
に
国
保
税
が
高
い
と
い

う
問
題
が
あ
る
事
を
認
め
ざ
る
を
得

な
か
っ
た
。渡
邉
町
長
は
こ
の
認
識
を

受
け
継
ぐ
か
。

【
町
長
】軽
減
措
置
等
も
あ
る
が
、負

担
感
を
感
じ
て
い
る
方
が
い
る
と
い
う

認
識
は
あ
る
。

問
一
人
当
た
り
の
平
均
保
険
税
は

政
府
試
算
で
も
協
会
け
ん
ぽ
の
１
・

３
倍
、組
合
健
保
の
１
・７
倍
と
い

う
水
準
だ
。小
国
町
の
場
合
、世

帯
所
得
３
０
０
万
円
で
資
産
割
額

１
万
６
０
０
０
円
の
40
代
夫
婦
と
子

ど
も
２
人
の
家
族
の
場
合
、国
保
税
の

年
額
は
51
万
９
０
４
０
円
だ
が
、役
場

職
員
の
場
合
は
同
じ
所
得
で
健
康
保

険
料
は
20
万
１
０
６
４
円
と
国
保
の

半
額
以
下
。協
会
け
ん
ぽ
で
も
給
与
所

得
３
０
０
万
円
の
場
合
、健
康
保
険
料

の
本
人
負
担
額
は
27
万
８
０
０
０
円

交
換
す
る
も
の
。

【
教
委
事
務
局
長
】小
学
校
３
２
６
万

円
、中
学
校
１
５
６
万
８
千
円
、そ
の

他
を
入
れ
て
合
計
５
２
５
万
円
。

問
小
学
校
の
予
算
が
中
学
校
の
倍
以

上
の
理
由
は
。外
国
人
講
師
が
中
学
校

に
い
な
い
理
由
は
。英
検
の
全
員
無
料

受
験
は
、実
情
を
知
る
私
と
し
て
は
見

直
し
て
ほ
し
い
と
こ
ろ
だ
。

【
事
務
局
長
】小
学
校
は
年
間
委
託
。

【
教
育
長
】人
材
確
保
し
て
い
き
た
い
。

小
国
は
英
語
教
育
に
力
を
入
れ
、検

定
の
結
果
も
良
い
の
で
理
解
し
て
ほ
し

い
。

問
指
導
員
と
教
育
委
員
の
役
割
は
何

か
。

【
教
育
長
】指
導
員
は
い
ろ
い
ろ
仕
事
が

あ
る
が
、こ
こ
２
年
小
国
の
歴
史
遺
産

資
料
集
を
作
成
。教
育
委
員
は
教
育
委

員
会
の
チェッ
ク
役
。行
事
、教
委
の
協

議
、研
修
会
に
も
参
加
す
る
。

【
西
田
】指
導
員
は
生
徒

や
教
師
達
に
、教
育
委

員
は
保
護
者
達
に
よ
り

身
近
な
存
在
で
あ
っ
て

ほ
し
い
。

程
度
だ
。町
も
保
険
者
と
し
て
国
保
と

協
会
け
ん
ぽ
や
公
務
員
共
済
と
の
明

ら
か
な
格
差
を
縮
小
し
て
い
く
責
任

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

【
町
長
】格
差
を
縮
め
る
の
は
望
ま
し

い
と
思
う
。保
険
税
率
自
体
は
町
が

定
め
て
い
る
の
で
、出
来
る
努
力
を
し

て
い
く
べ
き
だ
と
考
え
る
。

問
国
保
税
が
被
用
者
保
険
と
比
べ
著

し
く
高
い
要
因
が
独
自
の
均
等
割
、平

等
割
と
い
う
算
定
方
法
だ
。子
育
て
支

援
も
行
い
子
ど
も
を
増
や
そ
う
と
い

う
時
に
、子
ど
も
が
増
え
る
程
上
乗
せ

さ
れ
る
均
等
割
に
矛
盾
を
感
じ
る
。見

直
す
べ
き
で
は
。

【
福
祉
課
長
】無
く
す
検
討
を
す
れ

ば
、財
源
を
ど
こ
か
で
確
保
す
る
必

要
が
あ
る
。現
状
で
は
検
討
し
て
い
な

い
。

問
全
国
９
自
治
体
が
高
校
生
ま
で
第

１
子
か
ら
減
免
を
し
て
い
る
が
、多
子

世
帯
に
対
し
て
行
う
減
免
の
や
り
方

も
あ
る
。今
後
検
討
が
必
要
だ
と
思

う
。

【
福
祉
課
長
】国
保
運
営
協
議
会
で

話
を
し
て
い
く
事
は
出
来
る
と
思
う
。
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町政を問う【一般質問】

て
人
格
形
成
の
基
礎
を
養
う
重
要
な

も
の
』と
謳
わ
れ
て
い
る
。現
在
町
に
は

５
歳
以
下
の
子
供
が
２
６
８
名
も
い

る
。財
源
不
足
で
建
設
計
画
は
中
断
し

て
い
る
が
、安
全
安
心
な
保
育
を
行
う

に
は
行
政
の
責
任
で
対
応
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
が
い
か
が
か
。

【
町
長
】人
口
の
推
移
と
共
に
、場
所

等
勘
案
し
て
し
っ
か
り
考
え
を
ま
と
め

た
い
。

問
保
育
園
運
営
は
公
営
と
民
営
が
あ

る
。い
ず
れ
も
建
設
の
場
合
は
、木
材

利
用
促
進
に
関
す
る
法
律
や
各
種
補

助
金
が
あ
る
。一つ
基
本
方
針
を
作
り
、

先
生
や
保
護
者
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー

ム
で
調
査
を
し
て
は
ど
う
か
。

【
町
長
】幅
広
い
補
助
金
等
を
提
案

い
た
だ
い
た
。将
来
性
を
も
っ
て
考
え

る
。計
画
に
基
づ

き
事
業
全
体
を
進

め
て
い
く
の
が
良

い
と
考
え
る
。

【
時
松
】先
生
や
保

護
者
達
と
し
っ
か

り
検
討
し
て
ほ
し

い
。

問
小
国
町
交
流
総
合
促
進
セ
ン
タ
ー

（
湯
け
む
り
茶
屋
）現
在
は
公
の
施
設

と
し
て
、わ
い
た
温
泉
組
合
が
指
定
管

理
者
に
な
っ
て
い
る
が
、来
訪
者
が
多

い
中
現
状
で
入
湯
の
み
の
提
供
に
な
っ

て
い
る
。な
ぜ
か
。

【
情
報
課
長
】従
業
員
の
確
保
が
で
き

ず
、物
産
販
売
と
レ
ス
ト
ラ
ン
の
再
開

が
で
き
て
い
な
い
。今
後
に
つ
い
て
指
定

管
理
者
の
わ
い
た
温
泉
組
合
と
協
議

を
し
て
い
る
。８
月
ま
で
の
オ
ー
プ
ン

を
申
し
入
れ
て
い
る
。

問
将
来
を
見
据
え
、最
小
費
用
で
最
大

の
効
果
を
あ
げ
る
に
は
、ど
の
よ
う
な

地
域
交
通
体
系
が
望
ま
し
い
の
か
。地

域
住
民
を
対
象
に
返
信
用
封
筒
を
用

い
た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
や
、観
光
客
へ

の
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
を
実
施
し
て
頂
き

た
い
。

【
政
策
課
長
】結
構
通
信
費
も
か
か
る

の
で
、小
規
模
集
落
単
位
の
座
談
会

で
意
向
把
握
に
努
め
て
い
き
た
い
と

思
う
。

【
町
長
】住
民
の
意
見
も
し
っ
か
り
聞

き
な
が
ら
来
年
３
月
ま
で
に
は
答
え

が
出
せ
る
よ
う
考
え
た
い
と
思
う
。

問
保
育
園
の
現
状
を
聞
か
せ
て
い
た

だ
き
た
い
。

【
保
育
園
長
】宮
原
保
育
園
の
現
状

は
１
３
９
名
、途
中
入
園
予
定
９
名
、

計
１
４
８
名
。北
里
は
41
名
で
３
名
の

予
定
が
あ
り
、下
城
は
６
名
。

問
平
成
24
年
に
保
育
園
建
設
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
を
作
成
し
た
が
、財
源
不
足
で
中

止
と
な
っ
た
。今
後
の
建
設
計
画
・
取

り
組
み
を
尋
ね
る
。

【
総
務
課
長
】平
成
25
年
に
検
討
を

先
に
行
い
、園
の
統
合
・
場
所
等
の
話

も
あ
っ
た
が
中
断
し
て
い
る
。具
体
的

な
計
画
は
そ
の
後
持
ち
上
がっ
て
い
な

い
。

問
園
を
訪
問
し
た
が
、先
生
方
も
大
変

な
中
で
保
育
し
て
い
た
。送
迎
時
は
車

も
混
雑
し
て
い
る
。保
育
所
に
も
教
育

支
援
が
あ
る
と
思
う
。

【
教
育
長
】保
育
園
は
教
育
委
員
会

の
管
轄
で
は
な
い
が
、就
学
前
教
育

の
充
実
は
し
っ
か
り
考
え
て
行
く
。保

育
、教
育
の
充
実
に
教
育
委
員
会
も

連
携
を
図
り
協
力
し
て
い
く
。

問
保
育
方
針
に
は『
子
ど
も
の
健
全
な

心
身
の
発
達
を
図
っ
て
、生
涯
に
渡
っ

問
今
後
、介
護
を
必
要
と
す
る
高
齢
者

の
増
加
が
見
込
ま
れ
る
。介
護
保
険
料

の
増
加
を
抑
え
る
施
策
と
し
て
、在
宅

で
介
護
を
し
て
い
る
方
へ
、直
接
的
な

支
援
が
効
果
を
上
げ
る
方
策
を
見
つ

け
出
し
て
頂
き
た
い
。

【
町
長
】町
と
し
て
は
最
大
限
の
努
力

を
し
て
い
く
。

ゆ
け
む
り
茶
屋
の
早
期
全
面

再
開
を

大
塚
　
英
博

保
育
園
建
設
及
び
今
後
の

取
り
組
み
に
つい
て
時
松
　
昭
弘

湯けむり茶屋
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編 集 後 記
　
令
和
元
年
5
月
か
ら
、小
国
町
議

会
も
10
名
の
議
員（
3
期
目
4
名
、2

期
目
3
名
、新
人
3
名
）で
ス
タ
ー
ト

し
ま
し
た
。

　
広
報
委
員
会
は
全
員
新
メ
ン
バ
ー
で

す
が
、議
会
事
務
局
に
ア
ド
バ
イ
ス
を

も
ら
い
な
が
ら
、表
紙
や
レ
イ
ア
ウ
ト

を
一
新
し
ま
し
た
。町
民
の
皆
さ
ん
に

関
心
を
持
っ
て
読
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば

嬉
し
い
で
す
。

　
年
4
回
の
議
会
だ
よ
り
で
、議
会

や
議
員
の
仕
事
を
分
か
り
や
す
く
お

伝
え
で
き
る
よ
う
に
、内
容
を
充
実
さ

せ
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。皆
様

の
ご
意
見
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

【
発
行
責
任
者
】

議
　
　
長
　
　
松
﨑
　
俊
一

【
広
報
委
員
会
】

委  

員  

長
　
　
西
田
　
直
美

副
委
員
長
　
　
江
藤
理
一
郎

委
　
　
員
　
　
久
野
　
達
也

委
　
　
員
　
　
児
玉
　
智
博

◆議員勉強会
　5月8日（水）におぐに町民センターで勉強会を開催しました。内容は①初議会の運営②法
令・規則・諸制度について③広報おぐに議員紹介掲載について学びました。

◆新人議員勉強会
　5月28日（火）におぐに町民センターで新人議員の勉強会を開催しました。内容は①平成３１
年度一般会計予算及び特別会計予算について②一般会計補正予算について勉強しました。

◆全国町村正副議長研修
　5月28日（火）に東京で正副議長の研修が行われました。議員報酬の在り方についての最
終報告の後、特別表彰を受けた町村から事例の報告がありました。翌日は、県選出の国会議
員に国道や鉄道などの早期復旧、道路網の整備などの要望を行いました。

議会に来てあなた自身でご覧ください！

　議員の質の向上やそれぞれの役割を果たすために研修会に参加したり、自主的に勉強会を
開催したりしています。

議員の研修と勉強会

議会を傍聴してみませんか

杉本　いよ�さん （6月10日傍聴　第2回定例会）
　初めて傍聴に来ました。元々関心はあったけ
ど、一人では行きづらく今まで来たことがあり
ませんでした。今回みんなで来て議会の雰囲
気や進行が見られて良かったです。

表紙について
　新しい町民センター3階での令和元年第2回定例会の模様です。
　議会だけでなく町民の皆さんにさまざまな用途で使っていただける、小国杉をふんだんに使った施設です。

※ 次の定例会は9月です。日程は広報おぐにや
おぐチャンでお知らせします。

初めて傍聴
してとても
良かった。

議員は議会でどんな発言をしているの？
どんなまちづくりを考えているの？

発
行

／
小

国
町

議
会

編
集

／
広

報
特

別
委

員
会

〒
869-2592　

熊
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県
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蘇
郡

小
国
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1567-1

TEL.0967-46-2119


